
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

№１６４ 
２０１６／１１／２１ 

江戸川区土木部 

区 画 整 理 課 

 

 

北小岩一丁目東部地区 

土地区画整理審議会委員の委嘱式および 

第１６回審議会を開催しました 

 日頃から、区政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

平成２８年１１月 9日(水)に江戸川区役所本庁舎において、土地区画整理審

議会委員の委嘱式および第１６回審議会を開催しました。 

開催概要 

日時  平成２８年１１月９日（水） 

場所  江戸川区役所本庁舎第２委員会室 

内容  【委嘱式】 

土木部長より審議会委員に委嘱状の交付が行われました。 

【第１６回審議会】 

  ・審議会会長、会長職務代理について 

  ・換地設計及び仮換地指定の軽微な変更について〔報告〕 

  ・事業計画変更について〔報告〕 

審議会議事運営を行う会長及び会長職務代理については委員の互選により決定しました。 
 

     会長 ： 座間 充 委員     会長職務代理 ： 木下 利光 委員 

 

 今回の審議会内容は各権利者の個人情報に関わることから、審議会の議事運営規則第１１

条第１項の規定により、非公開としました。 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

地区内区有地（通常画地）の公売について 
 

１０月２７日（木）に予定しておりました入開札は、権利者の方からの参加申

込みがありませんでしたので開催しておりません。今後は、土地活用について庁

内各部で再度検討した上で、二次公売を行います。 

二次公売については来年１月～２月頃に江戸川区ホームページに参加要項等

を公開する予定です。 

＜お問い合わせ先＞  ※電話での問い合わせは平日午前8時30分から午後5時までの間にお願いします。 

仮換地指定・換地処分に関すること 計画換地係 ℡ 5664-2619 

移転・造成工事に関すること    移転造成係 ℡ 5664-2616 

  〒133-0053 江戸川区北篠崎2-26-7  FAX専用 5243-3711 
【URL】http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kankyo/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html 

まちづくり事務

所 篠崎地区 
まちづくり 
事務所 

事業計画変更について 
 第１６回土地区画整理審議会で報告しました事業計画変更の内容について、

ご案内いたします。 

○事業施行期間 

 換地処分までの期間（２年）＋ 清算期間（５年）を施行期間に追加しました。 

 
○資金計画書 

 過年度の収支実績を反映させ、今年度以降の事業費を精査しました。 

 

２月末のお引渡しにむけて L形溝の設置が進んでいます 

区６‐１号線（東方向） 区５‐２号線（西方向） 

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kankyo/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html

